
　「
下
請
」
と
い
う
用
語
は
発
注
者

と
受
注
者
が
対
等
な
関
係
で
は
な
い

と
い
う
語
感
を
与
え
る
と
の
指
摘
な

ど
が
あ
り
、
用
語
を
見
直
す
こ
と
と

し
ま
し
た
。

　
公
正
取
引
委
員
会
と
中
小
企
業
庁

に
加
え
て
、
事
業
所
管
省
庁
の
主
務

大
臣
が
指
導
・
助
言
で
き
る
よ
う
権

限
を
付
与
し
ま
し
た
。

従
業
員
基
準
の
追
加

　
資
本
金
を
増
減
さ
せ
下
請
法
の
適

用
を
回
避
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
下
請

法
逃
れ
」
に
も
対
応
し
て
い
く
必
要

が
あ
っ
た
た
め
、
今
回
の
法
改
正
に
よ

り
、
資
本
金
基
準
に
加
え
て
従
業
員

数
を
基
準
と
す
る
規
定
を
導
入
し
ま

し
た
。

　下
請
法
の
改
正
法
が
２
０
２
６
年
１
月
１
日
に
施
行
さ

れ
、 

規
制
内
容
の
追
加
や
規
制
対
象
の
拡
大
が
な
さ
れ
る
と

と
も
に
、 

法
律
名
の
略
称
も
「
取
適
法
（
と
り
て
き
ほ
う
）」

に
変
わ
り
ま
し
た
。

用
語
の
見
直
し

面
的
執
行
の
強
化

適
用
対
象
の
拡
大

特  集  1Special Feature

○製造委託、修理委託、情報成果物作成委託 (プログラム )、
　役務提供委託 (運送、倉庫保管・情報処理 )、特定運送委託の場合

○情報成果物作成委託 (プログラム除く )、役務提供委託 (運送、倉庫保管・情報処理除く )の場合

「どっきん」

「どっきん」

資本金基準に該当しなくても、
従業員基準に該当すれば
適用対象になるよ！

改正ポイントはまだまだあるよ！次のページも要チェック！

2026 年１月１日施行
下請法は「取適法」に変わりました！
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このような行為は
違反となります！

手形払いは
禁止されます！

特
定
運
送
委
託

　
こ
れ
ま
で
、
発
荷
主
と
運
送
事
業
者
間
の
取

引
は
下
請
法
の
適
用
対
象
外
で
し
た
が
、
物
流

事
業
者
が
契
約
に
な
い
荷
役
や
荷
待
ち
を
無
償

で
行
わ
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
課
題
を
踏
ま
え
、
今

回
の
法
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
発
荷
主
と
運
送

事
業
者
間
の
取
引
も
取
適
法
の
適
用
対
象
と
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

手
形
払
等
の
禁
止

　
手
形
に
は
、
資
金
繰
り
の
柔
軟
性
と
いっ
た
側
面
が
あ
っ

た一方
で
、
受
注
者
に
お
い
て
は
、
手
形
割
引
に
係
る
費

用
負
担
や
、
資
金
化
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
資
金
繰
り
の

不
確
実
性
と
い
っ
た
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
今
回
の
法
改
正
で
は
、
手
形

払
を
禁
止
し
、
電
子
記
録
債
権
や
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
に
つ

い
て
も
支
払
期
日
ま
で
に
代
金
に
相
当
す
る
金
銭
（
手
数

料
等
を
含
む
満
額
）
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
に

つ
い
て
は
禁
止
す
る
規
定
を
設
け
ま
し
た
。

禁
止
行
為
の
追
加

特  集  1 Special Feature

中小受託事業者と合意しているから
今まで通り手形で支払おう 

「オットリー長官」

例えば、家具の販売店が販売し
た家具を顧客に引き渡す際、そ
の運送を運送事業者に委託す
る場合には適用対象となるぞ！
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このような行為は
違反となります！

手形払いは
禁止されます！

特
定
運
送
委
託

　
こ
れ
ま
で
、
発
荷
主
と
運
送
事
業
者
間
の
取

引
は
下
請
法
の
適
用
対
象
外
で
し
た
が
、
物
流

事
業
者
が
契
約
に
な
い
荷
役
や
荷
待
ち
を
無
償

で
行
わ
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
課
題
を
踏
ま
え
、
今

回
の
法
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
発
荷
主
と
運
送

事
業
者
間
の
取
引
も
取
適
法
の
適
用
対
象
と
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

手
形
払
等
の
禁
止

　
手
形
に
は
、
資
金
繰
り
の
柔
軟
性
と
いっ
た
側
面
が
あ
っ

た一方
で
、
受
注
者
に
お
い
て
は
、
手
形
割
引
に
係
る
費

用
負
担
や
、
資
金
化
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
資
金
繰
り
の

不
確
実
性
と
い
っ
た
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
今
回
の
法
改
正
で
は
、
手
形

払
を
禁
止
し
、
電
子
記
録
債
権
や
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
に
つ

い
て
も
支
払
期
日
ま
で
に
代
金
に
相
当
す
る
金
銭
（
手
数

料
等
を
含
む
満
額
）
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
に

つ
い
て
は
禁
止
す
る
規
定
を
設
け
ま
し
た
。

禁
止
行
為
の
追
加

特  集  1 Special Feature

中小受託事業者と合意しているから
今まで通り手形で支払おう 

「オットリー長官」

例えば、家具の販売店が販売し
た家具を顧客に引き渡す際、そ
の運送を運送事業者に委託す
る場合には適用対象となるぞ！

このような行為は
違反となります！

取適法特設サイトが
開設されました！
詳しくはこちらから

▼

　
昨
今
あ
ら
ゆ
る
コ
ス
ト
が
上
昇
し
て
い
る
中
で
、

コ
ス
ト
の
価
格
転
嫁
に
つ
い
て
の
課
題
が
あ
り
、
今

回
の
法
改
正
で
は
、
そ
う
し
た
行
為
に
対
応
し
て
い

け
る
よ
う
、
従
来
の
買
い
た
た
き
規
制
に
加
え
交
渉

プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し
た
規
定
を
新
設
し
ま
し
た
。
委

託
事
業
者
が
、
中
小
受
託
事
業
者
か
ら
の
価
格
協

議
の
求
め
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
に
応

じ
な
か
っ
た
り
、
必
要
な
説
明
を
行
わ
な
か
っ
た
り

す
る
な
ど
、一方
的
に
代
金
を
決
定
す
る
こ
と
を
禁

止
す
る
規
定
で
す
。

　
公
正
取
引
課
で
は
、
取
適
法
に
関
す
る
講
師
派

遣
や
講
習
会
を
行
って
い
ま
す
！ 

　
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ
先

　
総
務
部
　
公
正
取
引
課

　
☎
０
９
８ ‒ 

８
６
６ ‒ 

０
０
４
９

協
議
に
応
じ
な
い
一
方
的
な
代
金
決
定
の
禁
止

公
正
取
引
課
の
取
組

「どっきん」

中小受託事業者

中小受託事業者

委託事業者

コストが上昇してい
るので、単価の引上
げについてご相談
させてください。

単価引上げについては
また今度話しましょう。

どんどん引き延ば
されて、全然協議
に応じてくれない！

中小受託事業者が協議を
求めたにもかかわらず、回
答を引き延ばす等して協
議に応じないなど、一方
的に代金を決定すること
は禁止されます！
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